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１ 漁船海難について 
 
（１）漁船海難の発生状況 
   海上保安庁が認知した平成 19 年の全体の海難船舶隻数は 2,579 隻で、この内漁船の

海難隻数は 795 隻となっており全体の約 3割を占めている。過去 10 年間の漁船海難の

隻数推移をみると、800 隻から 1,000 隻の幅でほぼ横ばいとなっている。（図表１参照） 

 
【図表１】 用途別による海難船舶隻数の推移（過去 10 年） 

（単位：隻）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

貨物船 390 338 367 334 369 365 405 358 346 357

タンカー 102 88 107 121 126 102 104 99 106 122

旅客船 36 55 39 49 64 59 62 63 66 83

漁船 840 912 993 856 921 932 995 809 892 795

遊漁船 79 87 105 111 125 90 143 111 93 80

プレジャーボート 636 710 931 1031 867 961 983 874 852 953

その他 168 238 225 208 221 224 191 168 189 189

計 2251 2428 2767 2710 2693 2733 2883 2482 2544 2579
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（２）漁船海難の海難種類と原因 
   平成 19 年の漁船海難について、衝突・乗揚・転覆といった海難種類別にみると、衝

突海難が 330 隻でもっとも多く全体の約 4割を占めており、次いで乗揚 84 隻、転覆 68

隻となっている。過去 10 年間の海難種類別の推移をみると、衝突海難が最も多く、300

隻から 450 隻で推移している。（図表２参照） 

 
【図表２】 漁船海難の海難種類別による海難船舶隻数の推移（過去 10 年） 

（単位：隻）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

衝突 363 408 444 370 390 372 398 310 277 330

乗揚 109 112 125 82 102 91 79 90 89 84

転覆 81 80 55 53 63 88 91 73 137 68

浸水 27 27 26 68 40 43 65 31 69 29

推進器障害 33 47 61 44 59 61 51 44 55 41

舵障害 6 9 2 4 8 4 12 7 6 11

機関故障 73 79 62 56 55 76 75 49 63 49

火災 62 64 96 66 61 69 76 78 54 52

爆発 1 1 0 1 3 1 5 4 0 2

行方不明 3 2 7 1 1 5 2 1 7 1

その他 12 33 31 44 38 21 38

(運航阻害) 97 98 86 87 78 111 85

(安全阻害) 2 8 5 10 6 3 5

計 840 912 993 856 921 932 995 809 892 795
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   過去 10 年間の漁船海難の海難種類別の傾向は衝突が 4割を占めており、次いで乗揚、

転覆、火災の順となっている。海難原因別の傾向を見ると、見張り不十分、操船不適

切、居眠りといった、人的要因による原因が約 7割を占めている。（図表３参照） 

 
【図表３】 海難種類別、海難原因別傾向（過去 10 年合計） 

＜海難種類別＞             ＜海難原因別＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）漁船の衝突海難 
   過去 5 年間の漁船の衝突海難について、原因別、時間帯別にみると、明け方の見張

り不十分、操船不適切によるものが多く、また、トン階別、時間帯別にみると、特に

10 トン未満の漁船での明け方の衝突が多い。 

また、夜間における居眠りによる衝突海難も多く発生している。（図表４、５参照） 

 
【図表４】 漁船の衝突海難の原因別、時間帯別発生隻数（過去 5年合計） 

（隻）
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合計

操船不適切 6 6 4 5 10 18 10 15 10 10 7 5 3 4 7 7 5 6 7 6 2 4 6 3 166
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水路調査不十分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
居眠り運航 13 10 12 14 11 11 3 2 4 2 2 1 2 2 6 3 3 2 2 1 2 2 9 119
その他の運航の過誤 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12

機関取扱 機関取扱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
不可抗力等 不可抗力等 4 1 1 0 1 4 1 2 2 4 1 1 2 3 0 2 1 1 0 3 0 1 2 2 39
その他 その他 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 合計 52 51 60 74 98 129 139 105 107 88 85 86 65 72 69 82 61 39 52 36 35 37 34 31 1687
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【図表５】 漁船の衝突海難のトン階別、時間帯別発生隻数（過去 5年合計） 

（隻）
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合計

a5t未満 18 15 26 23 49 67 67 66 72 54 44 46 35 39 33 42 28 17 31 20 18 22 15 11 858

b5-10t 11 12 17 19 20 32 41 19 18 16 15 18 17 22 15 19 14 12 12 6 7 9 7 7 385

c10-15t 9 7 1 13 10 12 10 7 4 6 4 9 7 2 3 9 6 2 1 3 1 1 1 6 134

d15-20t 5 10 11 9 13 11 11 8 8 4 16 10 4 7 8 10 4 5 3 4 5 2 2 3 173

e20t以上 9 7 5 10 6 7 10 5 5 8 6 3 2 2 10 2 9 3 5 3 4 3 9 4 137

合計 52 51 60 74 98 129 139 105 107 88 85 86 65 72 69 82 61 39 52 36 35 37 34 31 1687
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   平成 19 年の漁船の衝突海難 330 隻のうち、10 トン未満の漁船の衝突海難 91 隻につ

いて、明け方 04 時から 08 時の発生原因を確認したところ、見張り不十分が 78 隻で最

も多く、操船不適切、居眠りといった形態となっている。 

   ○10 トン未満の衝突海難の原因 【調査数 91 隻／平成 19 年（04 時から 08 時）】 

    ・見張り不十分・・・・・７８隻    

    ・操船不適切・・・・・・ ７隻 

    ・居眠り・・・・・・・・ ４隻 

    ・その他・・・・・・・・ ２隻 

 

また、見張り不十分 78 隻の衝突海難の運航形態は、航行中（漁場向け及び帰港中）

における衝突が 47 隻、操業中の衝突海難が 31 隻であった。 

   衝突の主な形態は次のとおりとなっている。 
○10 トン未満の見張り不十分での衝突海難の運航形態の分類 

【調査数 78 隻／平成 19 年（04 時から 08 時）】 

    ・漁場向け航行中、操業準備や魚群探査を行なっていたため見張りが疎かになり

相手船に気づかずに衝突 
    ・帰港中に漁獲物の選別作業や漁の後片付けを行なっていたため、見張りが疎か

になり衝突 
    ・操業中に漁労に没頭し相手船に気づかずに衝突 
    ・航行中、操業中に相手船を視認していいたが、相手船が避航してくれるものと

臆断して衝突 
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（４）死者・行方不明者を伴う漁船海難 
   平成 19 年の死者・行方不明者を伴う漁船海難は 33 隻、50 人となっている。過去 10

年間の海難隻数、死者・行方不明者の推移をみると、平成 12 年の 81 隻、126 人をピー

クに減少傾向にある。しかし、依然として、漁船海難による犠牲者は、他の船舶種類

に比べて多くなっている。（図表６、７参照） 

 
【図表６】 死者・行方不明者を伴う海難の用途別による海難船舶隻数の推移（過去 10 年） 

（単位：隻）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

貨物船 6 5 2 6 6 5 7 5 3 3

タンカー 0 1 1 0 1 3 1 2 0 0

旅客船 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1

漁船 67 69 81 45 55 46 45 46 41 33

遊漁船 5 5 2 3 0 2 4 3 2 2

プレジャーボート 19 15 24 19 19 25 24 18 19 20

その他 5 4 3 3 6 4 2 2 1 0

計 102 99 113 77 88 85 84 76 67 5919
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【図表７】 死者・行方不明者を伴う海難の用途別による死者・行方不明者数の推移（過去 10 年） 

（単位：人）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

貨物船 23 18 2 43 42 15 53 19 14 11

タンカー 0 2 3 0 1 4 3 7 0 0

旅客船 0 0 0 1 2 0 5 0 1 1

漁船 92 101 126 73 82 87 58 67 59 50

遊漁船 9 6 3 3 0 2 4 3 9 3

プレジャーボート 20 15 26 21 28 31 29 23 24 22

その他 13 4 3 11 10 11 3 2 1 0

計 157 146 163 152 165 150 155 121 108 87
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   平成 19 年の死者・行方不明者を伴う漁船海難の原因を確認したところ、21 隻、28

人が転覆によるものであり、死者・行方不明者 28 人中ライフジャケットを着用してい

たのは 4 名のみであった。21 隻の転覆海難の原因のうち、気象海象不注意によるもの

が半数を占めており、その外の主な原因は次のとおりとなっている。（資料１参照） 
   ○死者・行方不明者を伴う転覆海難の原因【調査数 21 隻 28 人／平成 19 年】 

    ・気象海象不注意・・・・・・・・・・・・・１１隻（死亡・行方不明１３人） 
    ・操船不適切・・・・・・・・・・・・・・・ ４隻（ ６人） 
    ・漁網の過積載・・・・・・・・・・・・・・ １隻（ １人） 
    ・積載物の積み付け不良・・・・・・・・・・ １隻（ ４人） 
    ・見張り不十分（他船の引き網への接触）・・・ １隻（ １人） 
    ・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３隻（ ３人） 
 
 
（５）小型漁船の海難の特徴 
   過去 5年間の漁船海難の発生状況をみると、その約 9割は 20 トン未満の小型漁船に

よるものとなっている。小型漁船の海難では、距岸 12 海里（約 22km）以内で約 9割が

発生しており、漁業種類としては一本釣り、刺し網、底引きの順となっている。 

沿岸漁業における小型漁船の海難が漁船海難の大多数を占めていることがわかる。

（図表８参照） 

   小型船舶の海難種類については、衝突、乗揚、転覆海難で約６割を占めている。 

   死者・行方不明者を伴う小型漁船海難について、過去 5 年間の統計をみると転覆に

よるものが約 5割を占め、次いで衝突が約 3割を占めている。（図表９参照） 
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【図表８】 漁船海難における小型漁船の状況（過去５年） 

 ＜全体＞                ＜小型漁船＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜距岸別＞               ＜漁業種類別＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表９】 死者・行方不明者を伴う小型漁船海難（過去５年） 
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２ 漁船からの海中転落について 
   平成 19 年の海難によらない漁船からの海中転落者は 103 人であり、このうち 64 人

が死亡または行方不明となっている。 

また、64 人のうち 41 人が一人乗り漁船によるものである。 

過去 10 年の海難によらない漁船からの海中転落者及びそれに伴う死者・行方不明者

の推移は 100 人から 140 人の幅で推移している。（図表１０、１１参照） 

 
【図表１０】 海中転落者発生状況（過去 10 年） 
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【図表１１】 漁船からの海中転落による死者・行方不明者数の推移（過去 10 年） 

（単位：人）
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
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   平成 19 年の海中転落による死者・行方不明者 64 人について事故の形態を確認した

ところ、投揚網による操業中のものが最も多くなっている。（資料２参照） 

 ○海中転落による死者・行方不明者の形態【調査数 64 人／平成 19 年】 

    ・投揚網による操業中・・・・・２６人 

    ・その他の操業中・・・・・・・１３人 

    ・用便中・・・・・・・・・・・ ４人 

    ・漁場往復等における航行中・・ ３人 

    ・漁船に移乗する際・・・・・・ ３人 

・いかりの作業中・・・・・・・ ２人 

・飲酒によるもの・・・・・・・ ２人 

    ・その他・・・・・・・・・・・１１人 

   事故の形態をみると、多くが操業中とその合間に発生しており、作業中の救命胴衣

の着用が極めて重要である。 

 

 

３ 漁船海難及び漁船からの海中転落に伴う死者・行方不明者について 

   平成 19 年の転覆や衝突の漁船海難に伴う乗組員の死者・行方不明者数は 50 人、海

難に伴わない操業中等における海中転落による死者・行方不明者数は 64 人で、合計は

114 人であった。このうち一人乗り漁船によるものは 58 人であり、漁船の犠牲者の約

5割を占めている。 

過去 5 年の死者・行方不明者数の推移は 110 人から 180 人の幅で推移しており、減

少傾向にある。（図表１２参照） 

 
【図表１２】 海難及び海難によらない船舶からの海中転落による死者・行方不明者数の推移（過去 5年） 
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４ 救命胴衣の有効性について 
 
（１）救命胴衣の着用率 
   海難及び海難によらない海中転落者全体の救命胴衣の着用率は、平成 19 年は全体で

52 パーセントとなっており、漁船全体では 30 パーセント、一人乗り漁船では 29 パー

セントとなっている。 

   過去 5年の漁船の着用率は約 10 パーセント向上している。（図表１３参照） 

 
【図表１３】 救命胴衣の着用率（過去 5年） 
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（２）救命胴衣の着用、非着用による生存率の違い 
   過去５年間の漁船からの海中転落者の生存率は、救命胴衣を着用した場合は 83 パー

セントであり、非着用の場合は 48 パーセントとなっている。 

   このうち、一人乗り漁船の生存率は着用した場合で 73 パーセント、非着用で 39 パ

ーセントとなっている。（図表１４参照） 

 

 

【図表１４】 生存率（過去 5年合計） 

 ＜救命胴衣着用＞ 

   漁船全体                一人乗り小型漁船 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜救命胴衣非着用＞ 
   漁船全体                一人乗り小型漁船 
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５ 漁船海難分析のまとめ 
 
（１）漁船海難について 
   ・漁船海難は海難全体の約３割を占めている。【図表１】 

・海難種類別では、衝突海難が最も多く、次いで乗揚、転覆となっている。 
【図表２、３】 

・海難原因別では、人的要因に係るものが約７割を占め、その中でも見張り不十分

によるものが最も多い。【図表３】 
・衝突海難は、明け方の漁場への往復や操業中に特に多い。【図表４，５】 

   ・死者・行方不明者を伴う衝突や転覆といった漁船海難及びそれに伴う死者・行方

不明者は、近年減少傾向にあるが、依然として漁船が最も多い。【図表６、７】 

   ・漁船海難全体の約９割は、総トン数２０トン以下の小型漁船によるものである。 
【図表８】 

    ・死者・行方不明者を伴う小型漁船の海難は転覆が 5割を占め最も多い。 
                                  【図表９】 
 
（２）漁船からの海中転落について 
   ・海難によらない船舶からの海中転落者のうち、漁船からの操業中等の海中転落者

は約５～６割を占める。【図表１０】 
   ・操業中等における海中転落者の死者・行方不明者数は、近年ほぼ横ばいである。 
                                  【図表１１】 
 
（３）漁船海難及び漁船からの海中転落に伴う死者・行方不明者について 
   ・衝突、転覆等による海難や、操業中等における海中転落による死者・行方不明者

の合計は、全体的に近年減少傾向にあるが、依然として漁船が全体の約５～６割

を占める。【図表１２】 
 
（４）救命胴衣の有効性について 
   ・漁船の救命胴衣着用率は、近年上昇傾向にある。【図表１３】 
   ・漁船からの海中転落者による救命胴衣着用者の生存率は約８割、非着用者の生存

率は約５割である。【図表１４】 
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６ 海難分析による海難防止対策 
  漁船海難及び漁船からの海中転落の分析及び海難審判庁の事例分析（資料３）をもと

に、海難防止対策について次ぎのとおり取りまとめた。 
 
（１）漁船海難防止対策 
  ○衝突・乗揚海難の防止対策 
  イ）安全意識の向上 

漁船の衝突・乗揚海難の殆どが見張り不十分、操船不適切、居眠りといった人的

要因が原因によるものである。これらの人的要因による衝突・乗揚海難を減少させ

るには、海難の現状や原因について事例を示しながら、講習会等において航法の遵

守、見張りの重要性等について周知し、乗組員の安全に対する意識の高揚を図る必

要がある。 
    また、衝突海難における具体事例をもとに、次ぎのポイントについても周知し、

安全意識を普及する必要がある。 
・ 船首方向が見通せない等の漁船において、死角に入った小型船舶を見落とすこ

とがあるので、位置を移動して適切な見張りを行なう必要があること。 
・ 法定灯火、形象物を揚げて操業していても外国船はその動きなどを正しく判断

できないことがあること。 
・ 二艘曳きトロール漁など地域特有の漁法では、漁労に従事していることに気づ

かず漁網に衝突される場合があるので、接近してくる船舶に対して汽笛等の吹鳴

により注意喚起する必要があること。 
・ 作業灯を点灯して航行していると目が明るさに慣れて相手船の灯火がよく見え

ないことがあること。 
・ 夜間においては、相手船の灯火しか見えず、相手船の動静把握が十分にできな

いことがあること。 
  なお、安全意識の向上や安全対策の普及については、漁船単位への啓発活動にとど

まらず、船団毎、漁協毎に連絡体制の整備等のルール作りをすることで、海難防止の

効果を上げることができるので、安全対策を推進するうえで考慮する必要がある。 
  ロ）航海計器等の活用 
    レーダー等の航海計器を搭載している漁船については、航海計器を適切に使用し

相手船の動静、自船の位置を確認することが極めて重要であるので、講習会、訪船

指導において安全運航にかかる指導が必要である。 
  ハ）航行支援システムの開発 
    船舶に対し、より有効な情報を提供するため、ＡＩＳを搭載していない船舶の情

報を陸上の航行援助施設から提供するシステム等ＩＴ技術を活用した航行安全情報

提供技術を開発実用化する必要がある。 
 
  ○転覆海難の防止対策 
   転覆海難の原因は、気象海象不注意、復原力の確保不十分、安全確保不適切による

ものが多い。転覆海難を減少させるには、衝突海難同様、海難の現状や原因について
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事例を示しながら、講習会等において、過積載防止、移動物の固定等の安全対策につ

いて、乗組員の安全意識の高揚を図る必要がある。 
   また、転覆海難の原因が気象海象に深く関わっていることから、地域特有の気象現

象や気象の予報・警報についての知識を広く漁業関係者に周知するとともに、操業中

の漁船が気象警報等の発令について、早期に情報を入手できるように情報提供体制の

強化を図る必要がある。 
 
（２）漁船からの海中転落者の生存率の向上対策 
  ○救命胴衣の着用の推進 
    操業中の海中転落による死亡・行方不明者を減少させるには、船内作業の安全対

策を徹底し海中転落を防止することが必要である。しかし、漁業活動においては、

その作業の特殊性から、投揚網作業時における海中転落や船体動揺による海中転落

の蓋然性が高いことを考慮すると、海中転落時における事故者が浮力を確保し救助

を待つことが極めて重要である。 
    分析結果からも、救命胴衣の着用率の向上とともに死者・行方不明者の減少傾向

が現れているところから、操業中における救命胴衣の着用を推進し海中転落者の生

存率を図る必要がある。 
    救命胴衣の着用推進にあたっては、海事関係者、自治体、行政機関が広く連携し

推進する必要がある。 
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資料１

死者・行方不明者を伴う漁船海難（平成１９年）

衝突（４隻：４名）　◆すべて見張り不十分により発生

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

衝突１

漁場向移動中の漁船Ａ丸（4トン）と航行中の外国籍タンカーＢ号が衝突したもの。Ａ丸は大破し、そ
のうち中央部が沈没、船長が行方不明となった。Ｂ号は擦過傷が生じた。Ａ丸船長はライフジャケッ
トを着用していなかった。
（晴れ、風：WSW 5m/s、波高：1m、うねり：S 3m、視程 15km、海上風警報、強風注意報、波浪注意
報）

1 非着用

【見張り不十分】
Ｂ丸によると、Ａ丸が高速(約20
ノット)で突っ込んできたとのこと
から、Ａ丸は前方を見ていな
かったものと推察される。

衝突２

漁場向移動中の漁船Ａ丸（4トン）と航行中の外国籍貨物船Ｂ丸と衝突、Ａ丸が転覆したもの。Ａ丸
の乗組員2名は海中転落し、うち1名は救助されたが、残る1名は後日遺体で発見された。海中転落
者（2名）はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：SW 2m/s、波高：0.5m、うねり：0m、視程 10km、警報等なし）

1 非着用 【見張り不十分】

衝突３

操業中の漁船Ａ丸（1トン）と航行中の漁船Ｂ丸が衝突したもの。漁船Ａは、2名が乗船し、右舷側に
て刺し網漁の揚網作業中、左舷側から接近して来る漁船B丸に気付かず、衝突の衝撃により転覆
し、乗船者2名は、海中に投げ出され、1名は、すぐにＢ丸に救助されたが、もう１名は15分後に揚収
され、搬送先の病院で死亡が確認された。海中転落者（2名）はライフジャケットを着用していなかっ
た。
（曇り、風：NE 3m/s、波高：0m、うねり：0m、視程 15km、警報等なし）

1 非着用
【見張り不十分】
操業に没頭してしまい、周囲確
認を怠っていたと推察される。

衝突４

ｼｰｱﾝｶｰを投入し操業中の漁船Ａ丸と航行中の貨物船Ｂ丸が衝突したもの。Ａ丸には3名が乗組
み、Ｂ丸には4名が乗船し、機関長及び臨時甲板員が立直していたが、見張りを怠り、操業中のＡ
丸を視認していなかった。衝突の衝撃で、Ａ丸の乗組員1名が海中転落し、巡視船により発見され
病院に搬送されるも死亡が確認された。他の2名は全治1週間から4週間の傷害を負った。死亡者
（1名）はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：NW 3m/s、波高：1m、うねり：NW 1m、視程 15km、警報等なし）

1 非着用 【見張り不十分】

乗揚（１隻：１名）　◆操船者死亡、目撃者なしで、原因は不明

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

乗揚１

漁船Ａ丸（１トン）は、他船（息子が乗船）とともにわかめ養殖筏向け出港し、ある程度の収穫を得た
ので、船長は息子に「先に帰るよう」に言い、その後、1人でわかめ採りを続けた。その後、Ａ丸は、
アンカーは入れておらず、船外機はチルトアップされ、養殖筏のロープに乗揚げた（プロペラにロー
プが絡まった）状態で、また船長は海中から遺体で発見された。船長はライフジャケットを着用して
いなかった。
（晴れ、風：NW 10m/s、波高：1m、うねり：0m、視程 10km、海上風警報発令中）

1 非着用 【原因不明】

転覆（２１隻：２８名）　◆気象海象不注意が最も多く、半数を占めている。次いで操船不適切で、２割を占める。

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

転覆１

漁船Ａ丸（１トン）が転覆したもの。Ａ丸は1名が乗組み、海苔摘みのため出港したが、夕刻になって
も帰港しなかったことから、家族が組合とともに捜索したところ、波消しブロック付近で転覆している
Ａ丸が、また船長が付近海底から遺体で発見された。船長はライフジャケットを着用していなかっ
た。
（晴れ、風：NW 5m/s、波高：0.5m、うねり：NW 0.5m、視程 10km、警報等なし）

1 非着用 【原因不明】

転覆２

漁船Ａ丸（１トン）は、作業船とともに迷い鯨を沖出し中、鯨との距離約10ｍを保ち後進したところ、
突然鯨が暴れ、尾鰭がＡ丸を直撃、船体動揺で2名海中転落した。一旦鯨は落ち着きを取り戻した
が、その後、再び暴れだし、尾鰭がＡ丸を直撃、その衝撃によりＡ丸が転覆し、1名が海中転落し
た。海中転落した3名のうち、2名は救助されたが、1名が死亡した。海中転落者（3名全員）はライフ
ジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：NW 7m/s、波高：0.5m、うねり：NW 0.7m、視程 10km、警報等なし）

1 非着用
【操船不適切】
鯨と十分安全な距離を保って
いなかったと推察される。

転覆３

僚船5隻とともに漁場向移動中の漁船Ａ丸（4トン）が、うねりを受けて転覆、沈没したもの。乗組員3
名は海中転落し、うち2名は行方不明となり、残る1名は遺体で発見された。海中転落者（3名）はラ
イフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：WSW 4m/s、波高：0.5m、うねり：E 0.5m、視程 10km、海上風警報発令中）

3 非着用

【操船不適切】
操船を誤り、大きなうねりをか
わせず転覆したものと推察され
る。

転覆４

漁船Ａ丸（1トン）が転覆したもの。Ａ丸は１名が乗組み、揚網の為出港したが、その後転覆状態で発
見された。船長は浮流しているところを発見されたが、医師により死亡が確認された。船長はライフ
ジャケットを着用していなかった。
（曇り、風：NE 15m/s、波高：0.5m、うねり：0m、視程 7km、強風注意報発令中）

1 非着用

【気象海象不注意】
強風注意報発令中、風速
15m/sの強風にも関わらず航
行したことにより、高波を受け
転覆したものと推察される。
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転覆５

操業中の漁船Ａ丸（4トン）が、急に回頭したたことにより、横曳き状態となり船体が大きく傾き、転覆
したもの。乗組員2名は海中転落し、船長1名が死亡した。海中転落者（2名）はライフジャケットを着
用していなかった。
（曇り、風：E 3m/s、波高：0m、うねり：0m、視程 10km、警報等なし）

1 非着用

【操船不適切】
海底の何かに網が引っ掛かっ
たにもかかわらず、揚網し続け
たことにより、一瞬にして転覆し
たものと推察される。

転覆６

ユニッククレーンを使用して養殖ホタテの引揚げ作業中の漁船Ａ丸（3トン）が、転覆したもの。乗組
員2名が海中転落し、そのうち1名は付近操業中の漁船により救助されたが、残る1名は海底から遺
体で発見された。海中転落者（2名）はライフジャケットを着用していなかった。
（曇り、風：0m/s、波高：0m、うねり：0m、視程 20km、警報等なし）

1 非着用
【その他】
船体復元力のを考慮していな
かったと推察される。

転覆７
操業中の漁船Ａ丸（4トン）が、転覆したもの。転覆したＡ丸は漁船により発見されたが、船長は行方
不明になった。船長はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：SW 5m/s、波高：1m、うねり：S 1m、視程 15km、警報等なし）

1 非着用 原因不明

転覆８
たこ籠漁を行ったいた漁船Ａ丸（1トン）が転覆したもの。Ａ丸は転覆状態で、船長は沖合いでうつ伏
せ状態で漂流しているところを発見された。船長はライフジャケットを着用していた。
（曇り、風：N 3m/s、波高：2m、うねり：0m、視程 15km、水温7℃、警報等なし）

1 着用

【気象海象不注意】
磯波が発生しているにも関わら
ず操業し続け、横波を受けて転
覆したものと推察される。

転覆９

漁船Ａ丸（１トン）が転覆したもの。Ａ丸は船長１名が乗組み出港したが、帰港予定時刻を過ぎても
帰港しないことから、僚船が捜索したところ、Ａ丸は転覆状態で、船長は漂流しているところを発見さ
れた。船長は搬送された病院で死亡が確認された。船長はライフジャケットを着用していた。
（雨、風：SW 7m/s、波高：2m、うねり：S 2m、視程 1km、海上風警報発令中）

1 着用

【気象海象不注意】
海上風警報発令中、突発的な
強風を受け、転覆したものと推
察される。

転覆１０

僚船と二双引き漁中の漁船Ａ丸（4トン）は、外国籍貨物船が二双引き網の漁具に接触したため、外
国籍貨物船と漁具に引っ張られる状況となり転覆したもの。船長（1名）が海中転落し死亡した。船
長はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：NE 3m/s、波高：0.5m、うねり：0m、視程 10km、警報等なし）

1 非着用
【見張り不十分】
操業に没頭してしまい、周囲確
認を怠っていたと推察される。

転覆１１

荒天となったため操業を中断し帰港中の漁船Ａ丸（9トン）が、大波を受け転覆したもの。乗組員4名
が投げ出され、うち甲板作業員2名は僚船に救助されたが、残りの甲板作業員1名と船長が行方不
明となった。乗組員（4名）全員はライフジャケットを着用していなかった。
（曇り、風：SW 12m/s、波高：3m、うねり：SW 2m、視程 10km、海上濃霧警報発令中）

2 非着用

【気象海象不注意】
風速12m/sの強風、3mの高波
にも関わらず航行したことによ
り、高波を受け転覆したものと
推察される。

転覆１２

漁船Ａ丸（1トン）が転覆したもの。Ａ丸は1名が乗組み漁場に向かったが、その後、転覆状態で岩礁
に打ち上げられているところを発見された。船長は、うつ伏せ状態で浮いているところを発見され、
死亡が確認された。船長はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：W 10m/s、波高：3m、うねり：SW 1m、視程 20km、波浪注意報発令中）

1 非着用

【気象海象不注意】
波浪注意報発令中、磯波が発
生しているにも関わらず操業し
続け、横波を受けて転覆したも
のと推察される。

転覆１３

漁船Ａ丸（１トン）が転覆したもの。Ａ丸は転覆状態で砂浜に打ち上げられているところを発見され
た。船長は刺し網に絡まって死亡している状態で発見された。船長はライフジャケットを着用してい
なかった。
（晴れ、風：NNW 6m/s、波高：2m、うねり：0m、視程 20km、警報等なし）

1 非着用

【気象海象不注意】
磯波が発生しているにも関わら
ず操業し続け、横波を受けて転
覆したものと推察される。

転覆１４

操業後、通常より多めの漁具を積載し帰港中の漁船Ａ丸（4トン）が、高波を受け転覆したもの。乗
組員2名が海中転落し死亡した。乗組員(２名）はライフジャケットを着用していなかった。
（雨、風：NE 10m/s、波高：3m、うねり：NE 2m、視程 10km、強風注意報、雷注意報、波浪注意報発
令中）

2 非着用

【気象海象不注意】
通常より多めの漁具を積載し
船体重心が高くなっていたこ
と、また強風注意報発令中、風
速10m/sの強風、3mの高波に
も関わらず航行したため、高波
を受け転覆したものと推察され
る。

転覆１５

漁船Ａ丸（1トン）が転覆したもの。Ａ丸は１名が乗組み、僚船約50隻とともに操業していたが、海上
が時化てきたため、僚船は帰港を始めたものの、Ａ丸のみが帰港しなかった。Ａ丸は転覆状態で発
見されたが、船長は行方不明となった。僚船によれば、日没後から徐々に天候が悪化し、Ａ丸が操
業していたと思われる付近も大時化の状態となっていたとのことである。船長はライフジャケットを
着用していた。
（晴れ、風：NE 15m/s、波高：2m、うねり：NE 2m、視程 10km、強風注意報発令中）

1 着用

【気象海象不注意】
強風注意報発令中、風速
15m/sの強風、2mの高波にも
関わらず、操業を続けたことに
より、高波を受け転覆したもの
と推察される。
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転覆１６

定置網操業中の漁船Ａ丸（１トン）が転覆したもの。漁船Bは、荒天となることを予想して帰港中のと
ころ、転覆しているＡ丸と、うつ伏せ状態で浮かんでいるＡ丸船長を発見した。船長は搬送された病
院で死亡が確認された。船長はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：NE 7m/s、波高：2m、うねり：NE 1m、視程 20km、警報等なし）

1 非着用
【操船不適切】
操船を誤り、うねりをかわせず
転覆したものと推察される。

転覆１７

操業を終え、通常より多めの網を揚網中の漁船Ａ丸（1トン）が、横波を受け転覆したもの。乗組員2
名は海に投げ出された。海中転落者（2名）は、当初船底につかまっていたが、Ａ丸が漁港テトラ
ポッド側に徐々に圧流され、このままでは危険だと感じたことから船から離れ、2名で泳いで漁港へ
向かった。うち1名がテトラポットに泳ぎ着いたが、残る1名は行方不明となり、数日後、漂流している
ところを発見された。当初、海中転落者（2名）はカッパの上にライフジャケットを着用していたが、泳
ぐにあたり、カッパを脱いだ際、ライフジャケットは波にさらわれた。
（曇り、風：ENE 5m/s、波高：3m、うねり：E 4m、視程 5km、海上風警報）

1 非着用

【貨物過積】
網の過積載により、著しく復元
力が低下した状態となり、横波
を受け、転覆したものと推察さ
れる。

転覆１８

漁船Ａ丸（2トン）が、荒天のため操業を切り上げようとした際、船尾から大波を受け転覆したもの。Ａ
丸は、その後風浪により海岸へ乗揚げた。乗組員2名のうち1名は、自力で転覆後の船底に這い上
がり無事であったが、残りの1名は、Ａ丸の海面下から発見、病院に搬送されたが死亡が確認され
た。無事であった者（１名）はライフジャケットを着用していなかったが、死亡した者（１名）はライフ
ジャケットを着用していた。
（晴れ、風：W 8m/s、波高：2m、うねり：W 2m、視程 15km、海上風警報）

1 着用

【気象海象不注意】
海上風警報発令中、2mの高波
にも関わらず、操業を続けたこ
とにより、高波を受け転覆した
ものと推察される。

転覆１９

漁船Ａ丸（1トン）が、転覆したもの。船長は漂流中のところ、僚船により発見、病院へ搬送されたが、
死亡が確認された。Ａ丸は、顕著な衝突痕等が無く、油流出もない。機関は後進状態で、刺網とア
ンカーロープが絡まった状態であった。船長はライフジャケットを着用していなかった。
（雨、風：WSW 2m/s、波高：2m、うねり：0m、視程 10km、強風注意報、雷注意報、波浪注意報発令
中）

1 非着用

【気象海象不注意】
強風注意報、雷注意報、波浪
注意報発令中、2mの高波にも
関わらず、操業を続けたことに
より、高波を受け転覆したもの
と推察される。

転覆２０

操業を終え帰港中の漁船Ａ丸（66トン）が、船首から大波を受け船体が右舷側に大きく傾斜し、復元
することなく、浸水・転覆した。乗組員7名のうち、3名は僚船により救助されたが、残る4名が死亡又
は行方不明となった。死亡又は行方不明となった4名はライフジャケットを着用していなかった。
（曇り、風：NW 18m/s、波高：5m、うねり：NW 5m、視程 15km、海上風警報発令中）

4 非着用

【積付不良】
大波を受け積載物が移動した
ため、復元力を失い、転覆に
至ったものと推察される。

転覆２１

操業中の漁船Ａ丸（1トン）が、転覆したもの。Ａ丸は転覆後、浅瀬に乗揚げた。船長は、付近海底に
沈んでいる状況で発見された。当時、事故現場は、前線接近に伴い時化模様であった。船長はライ
フジャケットを着用していなかった。
（雨、風：NNW 8m/s、波高：2m、うねり：SE 1.5m、視程 9km、海上強風警報発令中）

1 非着用

【気象海象不注意】
海上風警報発令中、2mの高波
にも関わらず、操業を続けたこ
とにより、高波を受け転覆した
ものと推察される。

浸水（１隻：１名）　◆船体の整備不良と思料される。

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

浸水１

漁船Ａ丸（3トン）が浸水したもの。Ａ丸は、２回にわたり、漁船Ｂ丸に対して「浸水しまもなく沈没す
る」旨、連絡をしている。連絡を受けたＢ丸は、救助に向かうも、既にＡ丸は見当たらなかった。乗船
者は、漂流中のところ、意識不明の状態で救助され、病院へ搬送されたが、死亡が確認された。船
長はライフジャケットを着用していた。
（晴れ、風：W 10m/s、波高：1m、うねり：E 1m、視程 7km、海上風警報発令中）

1 着用

【船体機器整備不良】
何らかの原因により船体に破
口が生じ、浸水したものと推察
される。

推進器障害（１隻：１名）　◆操船不適切による。

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

推進器
障害１

漁船Ａ丸（1トン）の船外機が絡網し、転覆したもの。漁業組合に、A丸の名前の書かれた物品が海
岸に漂着していると通報があり、またＡ丸と連絡がとれないことから、漁業組合が捜索したところ、
転覆状態のA丸を発見した。船長は付近海底で発見された。船長はライフジャケットを着用していな
かった。
（曇り、風：W 5m/s、波高：1m、うねり：W 1m、視程 15km、警報等なし）

1 非着用

【操船不適切】
航走中に操船を誤り刺網に絡
網、その後、網を取り除く作業
中に、船体バランスが崩れ転
覆したものと推察される。

機関故障（１隻：１名）　◆後に確認したところ、正常に作動したため原因は不明。

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

機関故障
１

漁船Ａ丸（1トン）が、機関故障となり漂流したもの。Ａ丸には、夫婦が乗船していた。機関が停止した
為、夫は海中を覗き込み原因調査していたところ、突然高波を受けバランスを崩し、海中転落した。
妻は救助を試みるも該人は海中に没してしまった。夫はライフジャケットを着用していなかった。
（雨、風：SE 11m/s、波高：2m、うねり：SE 3m、視程 3km、海上風警報、強風注意報、雷注意報、波
浪注意報発令中）

1 非着用

【原因不明】
故障した機関は、自然復旧した
ため、原因究明は出来なかっ
た。
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火災（３隻：５名）　◆いずれも火災の原因特定には至っていない。

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

火災１
漁船Ａ丸（8,030トン）船内の漁獲物加工区域から出火したもの。乗組員（1名）が死亡した。
（曇り、風：SSW 7m/s、波高：1m、うねり：SSW 3m、視程 10km、警報等なし）

1 不明 【原因不明】

火災２
操業中の漁船Ａ丸（163トン）から出火したもの。乗組員7名のうち3名が死亡した。
（曇り、風：SW 10m/s、波高：1.5m、うねり：SW 1.5m、視程 10km、警報等なし）

3 不明 【原因不明】

火災３
漁場向け航行中の漁船Ａ丸（6トン）から出火したもの。巡視船が、炎上しているＡ丸を発見、消火活
動等を実施したが沈没した。死亡した乗組員（1名）はライフジャケットを着用していなかった。
（晴れ、風：S 3m/s、波高：1m、うねり：N 1m、視程 10km、警報等なし）

1 非着用 【原因不明】

行方不明（１隻：９名） ◆行方不明となったままであり、海難に至った経緯や原因は不明。

概　　　要
死亡・

行方不明者
救命胴衣
着用の有無

原　　因

行方不明
１

定時無線連絡を最後に、漁船Ａ号（62トン）が消息を絶ったもの。Ａ丸には、9名が乗組んでおり、全
員行方不明となった。
（曇り、風：NE 13m/s、波高：4m、うねり：NE 4m、視程 15km、警報等なし）

9 不明 【原因不明】
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資料２

漁船からの海中転落により死亡・行方不明者が発生した事例（平成１９年）

（事故者６４名中、救命胴衣着用者：７名、非着用者：５７名）

◆投揚網による操業中に海中転落した事例（２６人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1

事故者が帰宅せず携帯電話は応答がなく、家族等が捜索中無人で浅瀬に乗揚げて
いるＡ丸を発見、機関は運転状態でクラッチは前進の位置にあった。Ａ丸に衝突
痕はなかった。漁具の籠は船内外、プロペラに絡んだものいずれもロープにより
連結されており、巻き上げローラーのスイッチは断となっていた。事故者は後日
漂流遺体として発見された。

非着用
同人に持病等はなく、餌の残状況から漁具揚
収中、自己過失により海中転落したと推定さ
れる。

2

Ａ丸は操業中、事故者は船尾右舷甲板で微速航行中のＡ丸から漁具のタルを投入
した。投入後、約2000メートル航行し、次の作業のため甲板員が船尾の様子を見
に行ったところ、該人の姿が見当たらず、船内を検索したが発見できなかった。
後日操業中の僚船の網に入った同人の遺体が発見された。

非着用 自己の過失による転落と思料される。

3 無人状態のA丸が僚船により発見、乗船者１名が行方不明。 非着用
Ａ丸には投網準備がなされていたことから、
投網のため位置を修正中、誤って海中転落し
たものと思料される。

4

Ａ丸に１名乗り組み操業のため出港したが帰港予定時刻になっても連絡がないこ
とから家族から漁協を通じ海上保安部に通報された。僚船らで捜索を実施中、漂
流中のところを発見され、病院にて死亡が確認された。Ａ丸は消波ブロックに乗
り上げていた。

非着用

足首にロープによると思われる擦過痕が認め
られ、揚投網中、誤ってロープを右足首に絡
ませてしまい、海中に転落したものと推定さ
れる。

5
事故者は操業中、網に設置している錨を投入後これのロープに足を絡ませ海中転
落した。事故者は約3分後に揚収されたが、心肺停止状態で搬送先の病院にて死
亡が確認された。

非着用
自己の過失により、アンカーロープに足を絡
ませ海中転落した。

6
事故者は１人でＡ丸に乗組み出港、漁場に向かったものであるが、僚船が無人状
態で微速航行しているＡ丸を確認した。僚船数隻にて投入されていた刺し網を引
き揚げたところ錨索に右足が絡まった状態で事故者が海面上に浮き上がった。

着用
自己の過失により海中転落したものと思料さ
れる。

7
僚船がＡ丸に一人乗りで操業しているのを確認しているが､約２０分後同人が船
上に居ないことに気づいた。発見された事故者は搬送先の病院で死亡が確認され
た。

非着用
投揚網作業中、自己の過失による海中転落と
思料される。

8
事故者はＡ丸に乗船し投網中、足をすべらせ船尾から海中に転落した。転落後5
分程度泳いでいたが、海中に沈んだ。 非着用

不注意により足をすべらせ船尾から海中に転
落した。

9
Ａ丸に事故者が一人で乗組み出港して行くのを認め、その後、僚船も出港して同
地区沖でさし網を投網して入港したが、先に出港したＡ丸が入港してこなかった
ため、不審に思い確認に向かったところ、船内に同人の姿が無かった。

非着用
腰痛によりバランスを崩して海中転落したも
のと思料される。

10

事故者は、Ａ丸に２名で乗組み操業中、たこつぼを投入し、最後のおもりを投入
する際、船上のロープが足に絡まり海中転落した。Ａ丸船長がすぐにロープを引
揚げたが該人は揚がってこなかった。捜索を行っていた漁船が因島北方の四十島
北約200メートルの海上で漂流死体を発見、

非着用 不注意により海中転落したと思料される。

11
Ａ丸は出港したところを地元漁師に目撃された後、いつもの入港時間になっても
入港せず、付近を航行していた漁船に無人の状態で発見された。船体に衝突痕は
認められなかった。

着用
原因不明であるが、投網作業中風浪による船
体動揺によりバランスを崩し、海中転落した
ものと思料される。

12
Ａ丸は操業のため出港、翌朝になっても帰港しないため家族が漁協に通報、捜索
中無人旋回しているのを僚船が発見した。衝突痕等なく、事故者については、後
日発見された。

非着用

揚収した刺し網は、一端に錨とﾎﾞﾝﾃﾝ、もう
一端には錨のみでﾎﾞﾝﾃﾞﾝが取り付けがされて
いなかったことから、最後にﾎﾞﾝﾃﾞﾝを取り付
ける時に誤って海中転落したものと思料され
る。

13
事故者は、A丸に乗船出港したこ箱投入作業中、ｱﾝｶｰの爪に瀬縄が絡み外そうと
したものの同アンカーとともに海中転落した。直後、該人を救助し、帰港。搬送
先の病院で死亡が確認された。

非着用
不注意により海中転落したものと思料され
る。

14

事故者はＡ丸に乗船し、沖合いの定置網に向かったものであるが、家に帰ってこ
ないことから漁協の参事等が沖合いの定置網に行ったところ、定置網のロープに
係留索を係止した状態で無人のＡ丸が発見された。事故者については、捜索中、
定置網の中から遺体で発見された。

非着用
発見当時、船内に定置網の一部が揚収されて
いたことから、定置網を船内に揚収する作業
中に誤って海中に転落したものと推定される
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15

漁船が操業を終え帰港中、同航のＡ丸を追い越す際、Ａ丸乗船の事故者は舵柄を
股にはさんで操船しながら作業していた。その後同人の事が気になり後方を見た
ところ、北方向け航行している筈のＡ丸が西方向け航行しており、このままでは
乗揚げてしまうと思い自船を反転させたところで、Ａ丸は岩場に乗揚げた。事故
者は行方不明で、後日海上にて遺体で発見された。

非着用
気象・海象不注意により海中転落したものと
思料される。

16
Ａ丸は夫婦２名が乗組み操業中、投網作業終了後、妻が船上にいないのに夫が気
づき、急いで網を巻き上げたところ、網と共に妻が上がってきた。搬送先の病院
にて死亡が確認された。

非着用
右足首にロープにてたたかれた青あざがあっ
たことから、投網中、不注意により網縄にた
たかれ海中転落したものと推測される。

17
Ａ丸は１名乗船し航行中僚船に目撃されたのを最後に、行方不明となった。後日
無人で漂流中のＡ丸が発見されたが事故者は行方不明のままである。 非着用

荒天下において操業中、船体動揺等何らかの
事由により海中転落したものと思料される。

18
Ａ丸は操業のため出港し、僚船と別れたのを最後に行方不明となった。捜索した
ところ微速にて無人で航行中のＡ丸を発見したが事故者は行方不明となった。 非着用

揚げ縄中に何らかの原因により海中転落した
ものと推測される。

19

事故者は、操業のためＡ丸に1名で乗組み出港した。同業者が入港した際に概人
の車が岸壁に駐車中であることから家族に確認したところ、帰宅していないこと
が判明したことから、養殖棚付近に探しに出たところ、無人のＡ丸を発見した。
事故者は定置網に引っかかった状態で発見された

非着用
作業中に何らかの原因で海中転落したものと
推測される。

20

事故者は、１名でＡ丸に乗船して操業中、であったことが大生丸により確認され
ている。Ａ丸が養殖筏等の方向に向け微速で航行しているのを漁船が発見して不
審に思い、Ａ丸に接舷したところ無人であった。繰り出されていた底曳き網を揚
収したところ、曳き綱を首に巻きつけた状態の事故者を発見し搬送したが死亡し
ていた。

非着用
事故者は投網中、引き綱が首に絡まり海中に
転落したものと推定される。

21

事故者は、Ａ丸後部甲板のスリップウェイ付近で次回の操業に備え作業を行って
いたところ、付近で作業をしていた乗組員が叫ぶ声を聞き振り返ったところ、事
故者がもがいている状況で約２０メートル後方に浮かんでいるのが見えたことか
ら、漁労長が海中に飛び込み確保し、他の乗組員が救助したが既に意識が無かっ
た。

非着用
作業中不注意により海中転落したと推定され
る。

22

事故者は自宅を出たのを妻に目撃されている。その後、夕方になっても事故者が
帰宅しないことから不審に思った家族が漁港付近を捜索し、同港内の斜路にもＡ
丸がいないことを確認、地元僚船２隻を出港させ捜索したところ、無人で漂流し
ているＡ丸を発見したが、事故者は行方不明となった。

非着用
気象海象不注意により、海中転落したものと
思料される

23

事故者はＡ丸にて揚網作業中、海中転落した際に大声で助けを求めた事により他
の乗組員が転落に気付き、船外で泳いでいる事故者を発見したものの、乗組員が
救助のためにロープ類を取りに行ったその僅かな間に同人を見失い、行方不明と
なった。

非着用 不注意により海中に転落したものと推定。

24

養殖筏に事故者の船Ａ丸があるが人影が見えないとの連絡を受け、家族が向かっ
たところＡ丸が筏のロープに引っかかった状態であり、うつ伏せ状態で養殖筏の
浮球に左腕で掴まった状態で海上に浮いている事故者が発見された。衝突痕等は
認められなかった。

非着用 不注意により海中に転落したものと推定。

25
事故者は息子と共にＡ丸に乗船し操業中、息子が同人に船橋に入るよう指示、投
網作業後、船橋、甲板上を探すも同人の姿はなく周囲を探したところ、船尾付近
に浮いているのを発見、搬送先の診療所にて死亡が確認された。

着用
甲板上は濡れており、舷が低いことから足を
滑らせ海中転落したと思料される。

26
事故者は操業後、後部甲板上にて揚網作業中、同作業に使用していたﾜｲﾔｰが突然
切断し、甲板上に揚げていた網と共ににｽﾘｯﾌﾟｳｪｲを通って海中に転落した。僚船
が該人を発見救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。

着用 不注意により海中に転落したものと推定。

◆その他の操業中に海中転落した事例（１３人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1
事故者はＡ丸に一人で乗組み出漁していたが、無人で低速旋回しているところを
漁船に発見された。事故者については、翌日、海底に大の字でうつ伏せで沈んで
いるところを発見された。

非着用
衝突痕もなく、操業中に誤って海中転落した
ものと思料。

2
事故者はＡ丸に乗組み出港した。約４時間後漂流しているのが最後に目撃され、
７時間後、海岸に事故者の漂流遺体が打ち上がり、Ａ丸は翌日海岸にクラッチが
前進に入り、機関停止状態で漂着しているところを発見された

非着用 脳疾患(脳内出血)により海中転落。

3
海岸に無人のＡ丸が打ちあがっているところを発見された。Ａ丸は操業中、事故
者が海中転落、該人は行方不明となり、Ａ丸は、無人のままオートパイロットで
航走し、海岸に乗揚げたものと推察される。

非着用
不注意により海中転落したものと思料され
る。
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4
マリーナ職員が、マリーナ所有ポンツーン前面に無人で漂流しているＡ丸を発見
した。事故者については、後日港内を捜索していた漁船により死体で揚収しされ
た。

非着用 不注意により海中に転落したものと推定。

5
魚釣り中の２名乗りのＡ丸から、乗船者１名が海中転落し行方不明となり捜索
中、事故者については操業中の漁船により、漂流死体で発見された。 非着用 脳内出血を起こし海中転落

6
人影のない漁船Ａ丸が漁網を投入したまま旋回しているのを漁業者により発見さ
れ、衝突痕も認められなかった。乗船者は翌日砂浜にうつ伏せ状態で打上げられ
ているのを発見された。

非着用 乗船者が海中転落した原因は不明。

7

事故者は夫と２名でＡ丸に乗船し操業中、妻が餌を取るため船内を移動中に海中
に転落し、夫が救助作業に当たったが船に引揚げることが出来ず、妻の意識がな
くなったため、爪竿により引き寄せながら、風波の影響のない場所に移動しよう
としたところ、風浪等により行方が分からなくなった。事故者は腰部から切断さ
れた状態で発見された。

非着用
船内移動中、不注意により海中転落したもの
と思料される。

8
事故者は操業のため一人でＡ丸に乗船し出港したが、釣竿が出たままで無人状態
のＡ丸を通行人が発見、事故者は行方不明となった。 非着用

何らかの原因で海中転落し、船が漂流したも
のと思料される。

9 事故者は、操業中に誤って海中転落し、行方不明となった。 非着用
不注意により海中転落したものと思料され
る。

10
僚船が操業中の該船を認めた後、同海域の東約1500ｍ付近海域を無人で航走中の
Ａ丸を僚船が発見した。衝突、乗揚痕はなく船内には漁具一式、漁獲物等が残っ
ていた。

非着用
操業中、不注意により海中転落したものと思
料される。

11

事故者はＡ丸に1名で乗船し僚船とともに操業中、僚船がＡ丸の付近で水しぶき
が上がるのを視認、海面に仰向けに浮いている事故者を発見したが搬送先の病院
で死亡した。家族によれば、事故者の着用していた救命胴衣は以前から膨張用ガ
スボンベは空であり、また、一部破損していたことから使用不能であり、同人も
その状態を認識していたとのこと。

着用
不注意により海中転落したものと思料され
る。

12

錨泊中の船舶の錨鎖に無人漁船の曳き網が引っかかっているとの情報を受けた。
無人漁船Ａ丸の所有者の家族の言では事故者が1名乗組みで下出港したとのこと
であり現場海域にて、捜索するも発見に至らず事故者は漂流死体で操業中の漁船
により発見された。

非着用
該人は操業中何らかの原因により海中転落し
溺死、該船は無人航行したものと推定。

13
Ａ丸は僚船に操業を確認されており、その後Ａ丸は機関起動のまま無人漂流し、
砂浜に乗揚げているところを付近操業漁船により発見された。事故者については
行方不明。船底に軽微な擦過傷あるも、衝突痕等なし。

非着用
何らかの原因により海中転落したものと推定
される。

◆用便中に海中転落した事例（４人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1
事故者はＡ丸に乗組み、定置網の型枠揚収作業中、姿が見えないことから同行船
とともに捜索開始。発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。 着用

原因は自己過失で用を足すために自ら船尾に
赴いた際に、足を滑らすなど何らかの理由で
バランスを崩し海中転落したものと思料され
る。

2
漁船Ａ丸が、操業後入港したところ、乗組員1名の姿がなく、行方不明となっ
た。別の乗組員により最終目撃された際、船尾の張り出しトイレに大便に行く素
振りがあったことから、用便の前後に海中転落したものと推定される。

非着用

別の乗組員により最終目撃された際、船尾の
張り出しトイレに大便に行く素振りがあった
ことから、用便の前後に海中転落したものと
推定される。

3
揚縄作業中、事故者は他の乗組員に「炊飯器のスイッチを入れてくる」と言って
食堂へ行ったものの、作業に戻ってこないことから乗組員により船内を捜索する
も見当たらず、作業時に着用していたカッパ上下が後部甲板に置いてあった。

非着用
用便を足す際、不注意で船体動揺により海中
に転落したものと思料される。

4

事故者は岸壁に着岸中のＡ丸から飲酒のため下船、飲酒後、岸壁付近までタク
シーで帰ってきた足取りが最後に確認されており、事故者が帰船していないこと
に船長が気付き海上保安部に通報した。事故者は捜索中、うつ伏せで漂流中のと
ころを発見された。

非着用
ズボンの前チャックが半開状態であったた
め、帰船後小用中の酩酊状態の同人は誤って
海中転落したものと認めた。
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◆漁場往復等における航行中に海中転落した事例（３人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1

Ａ丸は2名が乗組み航行中、河口付近を航過直後高波を受け船首部にいた事故者
は動揺により海中転落。直ちにロープを投げたがこれにつかまることができず、
船長が海に飛び込み陸岸に引き上げたが心肺停止状態であった。搬送された診療
所で死亡が確認された。

非着用
高波による船体動揺によるもので、不可抗力
と思料される。

2
事故者は、１名にてＡに丸乗船し、操業を終え漁港へ帰港中、僚船との無線連絡
を最後に、海中転落し行方不明となったとものと推定。船長が不在となったこと
から、以後無人状態で旋回航行を続け、防波堤に乗揚げた。事故者は行方不明。

非着用 原因不明

3
付近住民が海岸にＡ丸が打ち揚げられているのを発見し、不審に思い付近を確認
したところ、仰向け状態で倒れている事故者を発見、搬送先の病院で死亡が確認
された。

非着用
気象海象不注意により、船体に大波を受け、
海に投げ出され船体とともに漂着したものと
思慮される。

◆漁船に移乗する際に海中転落した事例（３人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1
事故者はＡ丸に乗船し午前中出漁し、一旦帰宅し昼食を摂った後、再びＡ丸に向
かったが、夜になっても戻ってこないことから家族が心配に思い警察署に行方不
明届を出した。事故者はＡ丸付近海底に沈んでいるところを発見された。

非着用
心臓病で通院しており、また膝が悪かったこ
と、同船に乗り移る際に何らかの原因により
海中転落したものと思料される。

2
事故者は相当量の酒を飲酒し妻の法要のため仏壇に供えるための魚を採りに出か
けたらしくＡ丸に乗り込もうとしたところ、酔っているため足を滑らせ海中に転
落したものと思料される。

非着用
相当量の酒を飲んでおり、不注意により海中
転落したものと思料される。

3

岸壁係留中、事故者近くのコンビニエンスストアで弁当を買った後、足取りは不
明となっていた。乗組員により捜索したところ、タラップに手付かずの弁当、岸
壁及び海上にそれぞれスリッパが片方ずつ発見され、事故者は海底にうつ伏せ状
態で沈んでいるところを発見された。

非着用

事故者は糖尿病を患い、重労働後に度々めまいを
起こしていたこと、左足が不自由で歩行に支障が
あったこと、さらに事故当時雨により岸壁等が滑
りやすくなっていたこと等の状況から、岸壁から
移乗する際、誤って海中転落したものと推測され
る。

◆いかりの作業中に海中転落した事例（２人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1

事故者は操業のためＡ丸に乗船し出港したが、投錨後集魚灯が点灯せず、僚船が
無線電話等で呼び出すも応答がなく、また同人が見あたらないことから、僚船船
長が移乗したところ、機関中立で起動状態であり、船主側のタツに係止されてい
るアンカーロープを引揚げたところ、ロープに絡まった同人が発見され、搬送先
の病院にて死亡が確認された。

非着用
衝突した痕はなく、自己過失による海中転落
と推定される。

2

事故者はＡ丸に乗船し、操業をしたが通常の入港時刻を過ぎても入港しなかった
ことから、家族が漁協を通じ、僚船により捜索をしていたところ、無人でアン
カーロープが海中に伸びた状態で、これを中心に旋回する該船を発見した。僚船
がうつ伏せ状態で漂流中の事故者を発見し、搬送先の病院で死亡が確認された。

非着用

衝突痕等は認められず、揚錨様ローラーが回
転し機関が前進状態であったことから操業を
追え錨を揚収中、誤って海中転落したものと
思料される。

◆飲酒により海中転落した事例（２人）

番号 概　　要
救命胴衣
着用の有無 原　　因

1

漁協職員3名は居酒屋にて飲酒後、Ａ丸に乗船し出港した。入港後船長は船首付
近に寝ていた１名のみを確認し帰宅、その１名も同日深夜目覚め帰宅、翌日午後
になっても事故者と連絡が取れなかった。事故者は漂流中、捜索中の漁船により
発見、死亡が確認された。

非着用 泥酔状態で海中転落したと思料される。

3
事故者はＡ丸に乗船し、錨泊中船尾甲板上で飲酒しているのを目撃されたのが最
後で行方不明となった。 非着用

酩酊状態で、海中転落したものと推定され
る。

◆その他海中転落した事例（１１人）
番号 概　　要

救命胴衣
着用の有無 原　　因

1
海上を無人で漂流している漁船Ａ丸が発見され、海浜に行方不明であったＡ丸船
長がうつ伏せ状態で死亡しているところを発見された。 非着用 誤って海中に転落したものと推察される。
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2

同人はＡ丸の船長で、夕方まで乗組員と飲酒していたが、午後１０時半ころ乗組
員に携帯電話にて出港時間の変更を伝え、漁港に係留中の同船に向かった、事故
者の車のライトが点灯しエンジンがかかっていたが、同人の姿が見えず海面等に
運動靴が浮いており、捜索した結果、港内で浮いている同人が発見され、病院へ
搬送するも、死亡が確認された。

非着用 不注意により海中に転落したものと推定。

3
漁船Ａ丸に乗組み、操業のため出港後、行方不明となっていた。陸岸上から無人
状態の該船が発見され、護岸のテトラポット付近において乗船者は漂流死体で発
見された。

非着用
原因不明であるが、誤って海中に転落したも
のと推測される。

4
事故者は天候の悪化が予想されるので、波が立つ前にＡ丸に１人で乗船し、操業
に向かったが、Ａ丸は無人でテトラポットに圧着されているところを発見され
た。事故者はＡ丸とテトラポットの間の水面上で発見された。

非着用
原因不明であるが、北西の風に煽られ船体が
動揺した際にはずみで足を滑らし、海中に転
落したものと思料される。

5
事故者は、Ａ丸に1名で乗組み出港したが、帰港時刻になっても帰港しないこと
から、漁協所属漁船10隻が捜索中、救命胴衣を着用し、うつ伏せ状態で漂流中の
事故者が発見された。Ａ丸は無人で漂流しているのを発見された。

着用 誤って海中に転落したものと推定される。

6
該人は、Ａ丸に1名で乗船、出港する姿を漁師仲間に最終目撃。友人(同漁協組合
員)は、該人から携帯電話で「迎えにきてほしい」との連絡があり、自漁船で出
港、海上において無人で漂泊中のＡ丸を発見、該人は行方不明。

非着用
関係者からの事情聴取及び該船の調査を実施
した結果、行方不明の原因を特定するに至ら
なかった。

7
事故者は、Ａ丸の保守のため自宅を出たが昼過ぎになっても帰宅しないことから
妻が心配し見に行ったところＡ丸隣で浮いている該人を発見、搬送先の病院で死
亡が確認された。

非着用
不注意により船上から乗り出し作業中に誤っ
て海中転落したものと思料される。

8

事故者は、体調を崩しここ２、３年操業には出ていなかったが、事故者が港方面
へ自転車で行くのを妻が畑仕事中見かけていたものの、夜になっても帰宅しない
ことから家族が捜索していた。息子夫婦が該人所有漁船Ａ丸係留の該船左舷側海
面にうつ伏せ状態で浮いているのを発見した。

非着用
機関室の冷却水ポンプが分解された状態と
なっていたとのことで、該人が所有船に移乗
後、誤って海中転落したものと思料される。

9

事故者はＡ丸にて釣りに行くと自宅を出たまま帰宅しない為妻が捜そうとしたと
ころ、Ａ丸が定係地にて船首の係留索が外れた状態で岸壁に留まった状態であっ
た為不審に思い漁港沿岸を探したところうつ伏せで漂流中の事故者を発見、搬送
先の病院にて死亡が確認された。

非着用
自己の過失により海中に転落したものと推定
される。

10

Ａ丸は操業中、事故者が著しく挙動不審であったことから同人を下船させるため
航行中、就寝中の同人を確認したが、約40分後同人が船内にいないことに気づい
た。なお、事故者は精神病院に通院中であり「アルコール性精神病」と診断され
軽度の幻聴があるとのことであった。

非着用
何らかの原因で海中転落したものと思料され
る。

11 乗組員が朝起きたところ、事故者の姿が見えなかった。 非着用 原因不明。
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時化の中で揚網作業中，船尾から波浪が打ち込んで浸水・転覆 

Ｔ丸：2. 6トン 2人乗組み 登録長9. 28ｍ 刺網揚網中  
発生日時・場所：平成15年 11月 25日 08時 00分 北海道えりも港北西方沖合 
気象等：雨 風力5 西南西風 下げ潮中央期 波高2ｍ 

10分前 港の入口で，僚船が出漁していくのを 
認め，自船も残りの網を揚げてしまおうと思い，
反転して再び漁場に向かった。 

30秒前 揚網するため，網端の標識に接近
しようとして，行きあしを止めたところ，
右舷船尾から波浪を受けて浸水した。 

揚網作業中，走出した綱に足をとられ，乗組員が海中に転落 

Ｆ丸：5. 71トン 2人乗組み 登録長11. 50ｍ 刺網揚網中   
発生日時・場所：平成14年 10月 16日 15時 30分 福島県小高町東方沖合 
気象等：晴 風力１ 北西風 下げ潮中央期  

海難の概要 
Ｆ丸は，福島県小高町東方沖合において刺網の揚網中，漁網がプロペラに絡まったため，揚網作業を中断して，絡
網の除去作業を行っていたところ，揚網機に挟まれていた錨綱が外れて船外に走出し，揚網機のそばで待機していた
甲板員が，走出した綱に足をとられて海中に転落した。ライフジャケットを着用していなかった甲板員は溺死した。 

海難の概要 
Ｔ丸は，えりも港北西方沖合において刺網の揚網中，西南西の風が強まり時化てきたので，揚網を中断してえりも港
へ帰港することにした。港の入口付近で僚船が出漁していくのを認めたので，自船も残りの網を揚げてしまおうと思い，
反転して再び漁場に向かった。漁網の標識に近づき網を揚収しようとして停止したところ，右舷船尾から波浪を受けて
浸水・転覆した。乗組員は海中に投げ出されたが，ライフジャケットを着用していたため，僚船に救助された。 

 

右舷船尾から波浪を受け 
たため，浸水して左舷側 
に転覆した。 
乗組員は，海中に転落し 
たが，ライフジャケット 
を着用していたため，僚 
船に救助された。 

時化てきたら，一声かけて早めの帰港を！ 
       冬の北海道では，一分一秒が命取りとなります。ライフジャケットの着用が全てです。 

時化てきたら，お互いに声をかけ合って無理な操業をしないようにしましょう！ 

基本動作の徹底と安全確認を! 
 甲板作業の基本動作・・・漁具や索類を踏まない，

またがない，コイルに足を入れない，作業中断時

は索類を係止して走出を防止する。 
慣れた作業でも，一声かけて安全確認を！ 

ライフジャケットは必ず着用を！ 
狭く漁具が置かれた甲板上には，索類の 
走出や船体の動揺などによる海中転落の 
危険が潜んでいます。 
操業時には必ず着用しよう。 

船 長 
○甲板員が乗船したての頃，錨綱
の揚収途中で揚網作業を中断す
るときには，綱を係船柱に係止
するよう指導していた。 
○甲板員が作業に慣れてきたの
で，係船柱への係止を確認せず，
また，ライフジャケットの着用
を指示しなかった。 

着ていればよかった。

着ていて良かった。

刺網の揚網中，時化てきたので，揚網を中断
し，網を残して帰港することにした。 
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揚網作業中，甲板員がローラーから外れた浮子綱に跳ねられて海中に転落 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｙ丸：まき網漁船 135 トン 21 人乗組み 全長 45. 6m  
発生日時・場所：平成 15 年 9 月 30 日 04 時 20 分 東シナ海 
気象等：曇 北東風 風力 5 うねり約 3m 

海難の概要 
まき網を投網後，船首ローラーから浮子綱を巻き込み作業中，うねりによる船体の上下動で船首が大きく下がっ
たとき，船首ローラーの止め金具が掛けられていなかったため，同ローラーから浮子綱が外れ，甲板員が跳ね飛ば
されて海中に転落し，ライフジャケットを着用していなかったため，行方不明となった。 

船長   漁ろう長   船舶所有者 

・船首ローラーの止め金具を掛けるよう指示してい
なかった。 
・ライフジャケットの着用を指示していなかった。

甲板員 

・部員の中では最年長者で甲板上での作
業を指揮していた。 

・ライフジャケットを着用していなかっ
た。（安全帽，カッパ，長靴を着用） 

船首ローラー（Ｕ字型ローラー）
Ｈ型ビット 

浮子綱 

浮子巻きウインチ 

双頭立型ローラー 

甲板員 
甲板員 

機関員 

外れた浮子綱に跳ね
飛ばされた甲板員が，
ブルワークを越えて
海中に転落 

止め金具を掛けていなかった。

毎日の操業の 
安全安心 
 

を！ 

安全な作業手順
の周知徹底 
 

ライフジャケッ
トの着用 
 

と で

・日頃から止め金具を掛けていなかった。

・うねりで船首が上下動していた。

いつも着用 

このような状況で･･･

事故防止のためには 

＋ ＝

船
尾
か
ら
の
う
ね
り
に
よ
り
，

船
首
が
大
き
く
上
下
動
し
て
い
た
。

船体の動揺で船首が下が
ったときに浮子綱が船首
ローラーから外れた。 

安全な作業手順を 
周知徹底し，一声 
かけて安全確認を  

みんなで取り組み 
安全第一 

家族の笑顔
が一番！ 

Ｓafety 漁ろう 

止め金具は，浮子綱
がローラーから外れ
ないようにするため
の安全装置だよ。 

簡易型も 
あるよ！ 

30



 5

 

 
 
 
 
 

海難の概要 
 夜間の備讃瀬戸東航路東航レーンにおいて，Ｔ丸は，西航レーンに多数の西航船がいたことから，左舷前方の
西航船群を見ていて，前路でこませ網漁を操業中のＳ丸の灯火に気付かないまま進行し，また，Ｓ丸は，船首を

東に向け，西流に対して張ったこませ網の網口中央部に係止して灯火を点灯し，操舵室内で横になっていたため，

船尾方から接近するＴ丸に気付かないまま操業中，両船は衝突した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｔ丸：貨物船 499 トン 5 人乗組み 全長 76. 6m 塩 1, 500 トン積 
Ｓ丸：こませ網漁船 19 トン 3 人乗組み 登録長 19. 0m 
発生日時・場所：平成 14 年 6 月 14 日 21 時 49 分 高松沖の備讃瀬戸東航路 
気象等：晴 無風 西流最強時 

3分前 Ｔ丸が自船に向けて接近していたが，操 
舵室内で横になって見張りをしていなかった。 

紅色・白色全周灯を連掲して表示するとともに，

網のある船尾側に白色全周灯を表示する。 

3分前 左舷側の西航船を見ていて，Ｓ
丸の白色全周灯 1個と回転灯(赤色 1個
とオレンジ色2個)に気付かずに進行 

9分前 
077 度に定針 

 速力10ノット 

 航路航行船が操業中の自
船を避けてくれるだろう。 Ｓ丸 前部マストに白色全周灯 1 個を，操舵室上

部マストに回転灯(赤色 1 個とオレンジ 2 個)を点
灯して，こませ網漁を操業していた。 

錨樽（頭樽） 
オレンジ色 

補助樽 

しり樽(袋樽) 
白色 

はな樽 
白色 

こませ網漁 

 潮流に向かって網を広げ，潮に乗って回遊する魚を待ち受けて採捕する漁法 
備讃瀬戸での漁期は 2月～9 月。盛漁期は，昼間の操業が 4 月中旬から 5 月の連休明けの間で， 
夜間の操業が 5 月～8 月の間，いずれも備讃瀬戸の各航路内で操業 

  漁船は網口の中央部に係止しているので移動できない。 

夜間操業時の灯火

こませ網漁とは・・・ 

夜間の灯火 

網を入れた後も気を抜かずに 
たとえ灯火や形象物を表示していても，相手船が

気付いていないかも知れません。 
操業中でも見張りは怠らずに！ 

接近船に対して汽笛やライトで注意喚起を！ 

 夜間，航路内でこませ網漁を操業中の漁船に衝突 

海底に固定 
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海難の概要 
 大阪湾において，Ｋ丸は，Ｈ１丸及びＨ２丸を視認したが，一見しただけで両船がそれぞれ掲揚していた黒色
鼓形の形象物を見落としたため，２そうびきトロール漁業(底びき網漁業)に従事していることに気付かず，両船

の船尾方を通過しようとして進行中，また，Ｈ１丸及びＨ２丸は，漁ろう中の形象物を掲げていたことから，Ｋ

丸が自船を避けてくれると思い，汽笛で警告信号を行わずにえい網を続行中，Ｋ丸が漁具に衝突した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ｋ丸：貨物船 498 トン 4 人乗組み 全長 76. 5m 小麦 1, 200 トン積 
Ｈ１丸，Ｈ２丸：漁船 9. 7 トン 1 人乗組み 登録長 14. 4m 2 そうびきトロール漁業 
発生日時・場所：平成 15 年 10 月 7 日 10 時 30 分 大阪湾 
気象等：晴 北風 風力 3 視界良好 

 

 5 分前 黒色鼓形形象物を見落
とし，2そうびきトロール漁業に
従事中だと気付かずに進行 

 5分前 黒色鼓形形象物を掲げ
ているため，Ｋ丸が漁具を避け
てくれると思い，汽笛で警告信
号を行わずにえい網 

037度に定針 
速力10. 0 ノット 

093度に定針 
速力2. 0ノット 

 1分前 漁船が操業中か否か， 
再度，形象物の確認をせず 

大阪湾 

漁船も汽笛を備えて，警告信号で自己防衛を 
漁船は，広い海の上では小さくしか見えません。 
｢見ているはずだ｣よりも｢見えていないかも｣が安全 
避ける様子がなかったら，汽笛で短音を 5回以上吹
鳴して警告信号を行おう。 

速力の遅い漁船には要注意 ! 
漁船の船尾から網をひいている可能性があります。 
形象物を見落とさないように十分な見張りを。 
漁船の船尾から十分に離れた安全なコースとしよう。

 ２そうびきトロール漁業に従事中の漁船の漁具に衝突 

 避ける様子がなか 
ったら警告信号･･･ 

お互いに注意！
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夜間，霧中の塩屋埼沖合で，沖合底びき網漁船が衝突 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｈ丸：自動車運搬船 3, 623 トン 11 人乗組み 全長 114. 8m  車両 652 台積載 京浜港→仙台塩釜港
Ｋ丸：沖合底びき網漁船 48 トン 5 人乗組み 全長 29. 1m  小名浜港→漁場向け 
発生日時・場所：平成 15 年 4 月 13 日 02 時 51 分 福島県塩屋埼南東方沖合 
気象等：霧 北北東風 風力 2 視程約 500m 

海難の概要 
霧のため視界制限状態となった福島県塩屋埼南東方沖合において，Ｈ丸は，霧中信号を行わず，安全な速力
としないで北上中，レーダーで相手船の映像を探知したものの，相手船を視認してから避航しようとして全
速力のまま進行し，一方，Ｋ丸は，霧中信号を行わず，安全な速力としないで東航中，レーダー見張りを十
分に行っていなかったので，右舷方から接近するＨ丸に気付かずに全速力のまま進行し，衝突した。 

000度に転針 
レーダー見張り中 

006度に定針 
16. 0ノットの全速力 
霧中信号を行わず 
当直者は二等航海士 
霧のため視程が右舷側
1. 5海里，左舷側500m 
「視界制限状態になっ
たら船長へ報告するよ
う」引き継がれていた
が，船長に報告しなか
った。 

レーダーで左舷船首
1. 5 海里にＫ丸の映像
を探知 
相手船を視認してか
ら避航しようとして
全速力のまま進行 

1分前 
Ｋ丸の灯火を視認 
汽笛で単音を数回吹鳴 
右舵20度 

090度に定針 
12. 0ノットの全速力 

31分前 
船長から無資格の甲板
員に当直を交替 
「視界制限時に報告す
るように」との指示を
していなかった。 
考えごとをしていて，レ
ーダーによる見張りを
行っていなかった。 

16分前 
霧のため視程が500m 
船長へ視界制限状態に
なった旨の報告をせず
霧中信号を行わず 

考えごとをしていて，
レーダー見張りを行
っていなかったので，
右舷船首 1. 5 海里のＨ
丸に気付かず，全速力
のまま進行 

 
 

濃霧注意報発表中

霧中 夜間

① 霧中での運航基準はどうなっていますか 
② 船長に報告していますか        
③ 船長が操船していますか        
④ 機関をいつでも使用できますか     
⑤ 霧中信号を行っていますか        
 

濃霧発生 そのときあなたは 

⑥ 安全な速力になっていますか 
⑦ レーダー見張りを強化し，映像を継続監視していますか 
⑧ 早期に他船との接近を回避していますか (左転禁止) 
⑨ 回避動作をとった後も，その効果を確認していますか 
⑩ 接近が避けられなくなったとき，停止していますか 

霧中では，1海
里は離して航
行したいね！ 

接近しないよう
に操船すること
が大事だよ。 

この速力では 
止まれないよ！
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資料4

◆近年発生した主な漁船海難事例◆
発生年月 海難種類 概要 写真

２０年*6月 転覆

【犬吠崎東方約350ｋｍ】

漁船Ａ丸(135トン)はシーアンカーを打って漂泊中に転
覆し、直後、沈没した。乗組員20名中、３名が救助さ
れたが、4名が死亡、13名が行方不明となった。

（写真なし）

２０年*４月 転覆

【青森県陸奥湾】

漁船Ａ丸(５トン)は、ホタテ漁のため出港し、帰港予定
時刻になっても帰港せず、行方不明となった。後日、
船体が発見され引き上げられたが、乗組員８名中、7
名が死亡、1名が行方不明となった。

２０年*２月 衝突

【千葉県野島埼南方約４２ｋｍ】

漁船Ａ丸(７トン)は、延縄漁のため漁場向け航行中、神
奈川県横須賀港に帰港中の海上自衛隊イージス艦と衝
突し、船体が２つに分断された。衝突により乗組員２名
が行方不明となった。

１９年*２月 衝突

【鹿児島県種子島沖１３０km】

漁船Ａ丸(９トン)は、延縄を投網後漂泊中、大型船と衝
突し転覆した。Ａ丸乗組員等３名は、船体が沈没する
直前に膨張式救命筏に退避し、７４時間漂流後、捜索
中の海上保安庁航空機により発見された。後に、フェ
リーＢ丸が衝突船舶であることが判明した。

１８年*１０月 機関故障

【宮城県沖】

漁船Ａ丸(１９８トン)は、サンマ漁を終え、水揚げのため
漁港向け航行中であったが、入港目前に機関故障の
ため航行不能となり危険な状況である旨、船主あての
連絡を最後に、連絡が途絶えた。翌日座礁水船となっ
て発見され、乗組員16名中9名が遺体で発見され、7
名は行方不明となった。

１７年*９月 衝突

【北海道根室沖４５ｋｍ】

漁船Ａ丸(１９トン)は、サンマ棒受網漁を終え、帰港中、
貨物船と衝突した。船内で生存していた１名は救出され
たが、７名は遺体で発見された。船体付着ペイントを
鑑定の結果、外国籍コンテナ船Ｂ号が衝突相手船であ
ることが判明した。

※引揚げ中の写真

※救命イカダ
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